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•

一

七

八

四

年

の

總

選

擧

に

小

。ヒ

ッ

ト

の

內

間

が

勝

利 

を

博

し

た

の

は

英

國

の

輿

論

が

年

少

氣

銳

の

宰

相

を

信 

任

し

た

結

粜

で

あ

る

と

は

英

國

&

上

に

於

け

る

一

種

の 

信

仰

で

あ

る

。

レ

ッ

キ

ー

の

『

第

十

八

世

紀

英

國

史』

.：
 

の

免

き

根

本

的

著

述
5 :

始

と

し

て

普-)
£

の

數

浪

書

に

至
 

る

迄

皆

こ

の

意

味

の

論

評

を

揭

げ

て

居

る
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例
へ
ば
エ
. 

I

V

大

學

の

ア

ン

ド

ゲ

ー

ス

敎

授

の『

英

國

小

史』

に
は 

r

こ
の
選
擧
は
英
國
史
上
の
一
目
標
と
見
做
す
可
さ
顯
箸
な
祺
件
で 

あ
る
、
何
と
^
れ
ば
荚
随
の
選
螺
人
が
こ
の
時
初
め
て
彼
の
王
國
の 

农
览
か
拟
は
す
祉
に
政
權
爭
奪
か
祺
と
し
て
陰
謀
じ
耽
れ
る
腐
敗
し

第
十

1,

卷

?:
'政
界
の
領
軸
か
葬
リ
去?;
.か
ら
で
'あ
る
し
。

と
見
え
"
英
國
史
學
協
會
.々

頭
メ
ン
ト
の『

英
國
史』

に 

は

『

ピ
：ツ

ト
の
如
位
を
^
固
に
し
れ
一
七
八
四
年
の
|| 

選
擧
は
有
力
S：
國
民
的
感
情
の
表
現
で
あ
つ
た』

S
斷 

言
し
て
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
の『

英
國
民
小
史』

に
至
て
は 

一
七
八
三
年
の
十
二
月
に
首
相
と
な
つ
た
ピ

ッ

ト
は
幾 

度
か
議
會
で
不
信
任
を
決
議
3
れ
た
が
隱
忍
自
重
五
箇 

月
に
及
び
國
民
的
感
情
の
漸
く
熟
す
る
を
俟
て
議
食
を 

解
散
し
た
の
で
、
輿
論
の
力
は
能
く
選
擧
界
に
行
は
れ 

た
腐
敗
的
勢
力
を
一
掃
，し
、
有
力
な
選
擧
區
は
何
れ
も 
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ッ
ト
派
を
選
出
し
庶
民
院
に
於
て
ピ
ッ

ト

を
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つ
た 

大
多
數
黨
議
員
の
ぅ
ち
落
選
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る
も
の
否
六
十
人
に
及 

び
ホ
ク
ィ
ッ
グ
黨
の
殘
黨
は
所
謂
腰
巾
着
選
擧
區
の
お 

蔭
で
當
選
し
/
a
の
，
み

で

あ

る

w

論
じ
て
あ
る
。
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る
に

1

八

三
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年

の
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擧

法

改
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總

選

擧

に
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て

眞 

に

民

意

が

代

表

せ

ら

れ

た

と

は

聊

か

不

思

議

な
t

で
而 

し

て

當

時

選

擧

權

の

最

も

搬

張

せ

ら

れ

て

届

つ
た

英

國 

政

府

の

所

在

.地

ゥ
エス

ト
ミ
ン
ス
タ
ー
市
で
は
ピ
ッ

2

〇
六
玉)

雜

錄

一

七

八

四

苹

の
a

選
樂
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就
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婼
八
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七



免

广
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ト
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の
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し
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る
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で
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る
。

肾
て 

w
i
m
g
l

 

T
h
o
m
a
s

 

L
a
p
r
a
d
e

 

.氏
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當
時
の
史
實
を
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究
し
て『

米
國
史
學
雜
誌』

第
十
八
縮
の
第
ニ
號
に『

ゥ

ィ
ソ
ヤ
ム
.
ピ

ッ

ト

と

ク

エ

ス

ト

、
、
、
ン

ス

タ

し

の

選

擧

』

ビ
題
す
る
一
篇
を
寄
せ
、51
に
去
る
四
月『

英
國
史
學
雜 

詰』

第
三
十i

縮
第
二
號
で『
輿
論
と
一
七
八
四
年
の
徳 

選
皋
，

』
V」

題
す
る
論
文
を
發
表
し
て
届
るc

こ
の
雨
編
を 

通
讀
ず
る
と
前
々
世
紀
に
於
け
る
英
隊
政
界
の
^
淸
は 

^
然
と
服
貧
に
映
す
る
が
如
ぐ
思
は
る
る
の
で
ち
る
。

U

第
十
八
世
紀
後
半
の
英
國
政
界
の
分
野
は
大
體
前
半 

力
ら
繼
續
し
て
ト
I
ソ
ー
黨
ど
ホ
ク
ィ
ダ
黨
と
に
分
れ

ト—

リ
▲

の
首
領
ノ
i

卿
は
ジ
ョ
*
シ
第
三
世
の 

!1
も
目
出
度
く 

j

七
七
〇
年

の|

月
以
來
多
年
首
相
の 

要
地
を
占
め
て
居
つ
た
。
然
る
に
.米
國
十
三
州
の
植
民 

地
獨
立
擧
兵
に
對
す
る
措
骰
宜
し
§
を
得
ず
、
英
®

コ 

丨
ン
”

ォ
リ
り
降
參
の
報
本
_
に

達

し

て-[
«
:
論

嚣

々

た

t
A
四¥
の
殺，m
擧
に
就x

n.A

I
/A

5

、
な
、つ
た
。
之
に
代
つ
た
の
は
ロ
ツ
キ
ン
ガ
ム
候
，

VJ 

首
相
ど
せ
る
ホ
ク
ィr

ダ
黨
の
內
間
で
あ
つ
た
が
、
ジ 

ョ
ー
ジ
第
.三
世
の
信
任
厚
く
而
も
政
治
上
の
陰
謀
を
好 

め
る
大
法
官
ナ
ー
ロ
ー
卿
留
住
し
觅
に
政
界
の
一
角
に 

據
れ
る
チ
ヤ
ナ
ム
派
の
首
領
シ
ょ
ル
パ
ー
ン
卿
も
入
問 

し
#
が
爲
、
內
間
の
統
一
を
維
持
す
る

S

容
為
な
ら

中 

麵
て
ロ
ッ
キ
ン
ガ
ム
侯
病
死
し
て
同
年
七
月
シ
工
ル
パ 

丨
ン
卿
が
後
任
、

XJ

な
つ
た
の
で
外
相
フ
ォ
ッ
ク
ス
を
吣 

め
ホ
ク
ィ
^

^
識

,

の

大

は

は

相

率

い

て

辭

職

し

內
 

間

は

：所

，謂

親

政

派

と

チ

ヤ

サ

ム

M

ヾ

」

の
み
を
以
て
組
織

カ
漭
ど
し
て
初
め
て
-入
閻
し
た
の
で
あ
る
。
纏
て
1上
斤 

の
兩
大
政
治
家
た
る
ノ 

f
ス
' ど
フ
ォ
ッ
ク
ス
ビ
は
栩
過 

携
し
て
政
府
に
當
6
大
權
限
定
を
標
榜
し
て
立
.つ
た
の 

で
.シH
ル
バ
|

ン
卿
の
手
腕
カ
*
遂
に
之
に
敵
せ
す
一 

七
八
三
年
の
春
に
至
て
內
間
を
投
げ
出
し
て
仕
舞
つ
た 

ジ
ヨ
ー
ジ
第
三
世
は
如
何
に
か
し
て
小
ピ
ッ

ト
を
說
い 

て
之
が
後
任
者
た
ら
し
め
ん
ビ
し
た
が
小
ピ
ッ
ト
に
は

|

|
®
_

_

_

:

未
だ
難
局
'に
立
つ
の
自
信
な
ぐ
大
命
を
拜
辭
し
た
の
で

を
乙
で
ポ

-
r
ラ
ン
ド
公
を
首
相V

J

じ
て
ノ 
I
ス
卿
を

內
相
フ
ォ
ッ
ク
ス
を
外
相
と
せ
る
ト

1

リ

ー

、
.
ホ
ク
イ 

ッ
グ
雨
黨
の
聯
立
內
開
が
出
來
た
ヽ
即
ち
一
七
八
三
年 

四

月

.0
と
で
勿
論
之
が
實
權
は
フ
ォ
ゾ
ク
ス
に
歸
し
て 

居
つ
た
の
で
あ
る
。

偸
敦
の
記
錄
做
に
保
管
さ
る
>チ
ャ
ナ
ム
文
書
に

 ̂

I

ビ
ッ
ト
は|

七
八
三
年
の
二
月
ニ
十
五
H

R
母
に 

寄
せ
.
た

信

書

の

ぅ

ち

に

the great 

article to 

decide 

b
y

 

seems 

that of n
u
m
b
e
r
s

と
打
明
け
て
居
る
、
浼 

會
に
多
數
が
刺
し
得
ら
る
、
な
ら
と
の
意
^
で
、
二
十 

四
歲
の
こ
の
少
壯
政
治
家
に
は
旣
に
米
國
獨
立
以
後
の 

英
國
政
界
の
難
局
に
當
る
の
抱
負
が
あ
つ
た
の
で
あ 

る
。
を
れ
ょ
り
恰
か
もj

ケ
月
を
塥
て
、
ビ
ッ
ト
次
ジ 

ョ
ー
ジ
第
三
世
に
上
奏
し
て『

現
在
の
事
情
マ」

昨
日
庶 

民
院
に
1
け
る
形
勢
ビ
R -
就
て
熟
慮
を
遂
げ
候
處
到
底 

そ
の
任
に
®
え
雛
く
候』

V」

て
大
命
を
拜
辭
し
て
居
る 

の
で
あ
る
。
併
し D

r
a
p
m
o
r
e

 

Papers 
等
{:
谡
'

^
1̂
:、

第

十

二

卷

c
1

〇
六
七)

雜

錄

1

七
八
四
S

S

礙
に
就
て

以

後
.雨

1
1
.
1

月

間
.ピ
ッ
.

ト
.
は

從

兄

-
K

 

A
 

•フ

\

卿

V
J

典

に

.ジ 

ヨ

ー

ジ

第

三

世

の

意

.を

迎

へ

て

政

府

顦

複

の

陰

謀

を

廻 

ら

し

て

居

つ

た

の

で

あ

る

。
八
月
に
な
つ

て

か

ら

ピ
ッ

ト 

は

親

友

ウ

ィ

ル
 

'、ハ
ー
フ
ォ
I

ス

ミ

共

に

大

陸

に

小

旅

行 

を

試

み

て

政

界

に

野

心

な

き

の

狀

を

裝

ふ

た

が

、

秋

季 

の

議

會

に

フ

ォ

ッ

ク

ス

が

東

印

度

會

社

改

革

法

案

を

提 

出

し

て

大

多

數

を

以

て

庶

民

院

を

通

過

せ

し

め

た

の

で 

ビ
.ッ

ト

を

用

ゐ

て

聯

立

內

間

を

仆

さ

ん

と

せ

る%

ヨ
ー 

ジ
A-
/
.
-
S
一
一
 
世

は

.東

印

度

會

社

ビ

云

ふ

有

力

な

味

方

を

得

ら 

れ
た
の
で
あ
る
。
妓
に
於
て
か
。ヒ
ッ
ト
と
テ
ム
ブ
ル
卿 

と
を
領
釉

S

せ
る
チ
ヤ
サ
ム
派
と
チ
ア
ル
ス

 

'
ジ
ェ
ン 

キ
ン
ジ
ン
を
首
領
と
し
前
大
法
官
ナ

I

 

P

ウ

卿

を

顧

關 

V」

せ

る

惡

政

派

V」

社

長

ジ
■

オ

ン

ス

ト

^

—

ン
a

寧
リ
チ
ア 

丨
ド
*
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
ど
に
依
て
代
表
さ
れ
た
柬
印
度 

會
社
ど
の
結
託
成

&

、

そ

の

結

果

货

族

院

は

庶
K

院

姐 

過

の

東

印

度

會

社

改

革

法

案

を

否

决

し

ジ

ヨ
I

ジ
第
三 

世

は

庶

ち

に

ノ

ー

ス

、

フ

ォ

ッ

ク

ス

の

聯

立

內

關

を

免 

職

し

て

ピ

ソ

ト

を

し

て

內

閣

を

組

織

せ

し

め

た

の

で

、

第
八
號



.
铕
十
十
卷(

一
〇
六
八)

雜

錄

一

七八
！！

年
の
總
選
粱
に
就
て

而
し
て
黎
年
三
月

ニ

十

五

：日

に
至
て
ビ
ッ
ト
は
：
反

對

派 

の
議
員
の
過
半
數
を
制
せ
る
庶
民
院
を
解
散
し
た
の
.で 

あ
る
*

ノ
ー
ス
.卿
の
內
閣
當
時
に
政
府
の
銓
衡
長
官
で
あ
つ 

て
、
ジm

丨
ジ
'
第
三
世
の
親
任
厚
く
ジ
，エ
ン
キ
ン
，ソ
ン 

や
ァ
ト
キ
ン
ソ
ン
ビ
も
親
し
く
交
は
つ
て
居
つ
た
ジ
ョ
. 

ン* 

ロ
ビ
V
ソ
ン
の
政
治
書
信
集
の
摘
要
は『

史
料
委 

員
會
第
十
囘
報
吿
附
錄
第
六
篇
ァ
ブ
ガ

ベ
一
一ー
候
爵
家 

文
書
之
部』

.に
收
め
て
あ
る
が
.、
是
に
據
るVJ

當
時
の 

政
界
の
，事
情
は
.手

に

執

.て

見

る
や
ぅ
で

あ
る
。
'
こ
の

ロ 

ヒ
ン
ソ
ン
.
.
.か
東
{
!
!
!
•&

會
社
改
革
法
案
の
こ
.

V
J

あ
り
し
ょ 

り
ビ
ッ
ト

派
と
な
つ
た

の
で
：

r

ゼ
八
四

年
の
、一
月
二
十 

七
日
に
ノ
ー
ス
卿
'の
之
に
寄
せ
左
書
信
に
はj

d
o

 

nol:

desire any explanation of y
ouroonduct. 

Y
o
u

 sav 

f-
f
-
h
a
t 

y
o
u

. had 

to 

c
h
o
o
s
e

cr
^
-
y
y
-

rD
s being, m

y

 

friend 

fu
n
d
 

m
y

 e
n
e
m
y

s*.and 

y
o
c

 

h
a
v
e
.
c
h
o
s
e
n

r-
t
-
l
l
e
.

 

latter 

,course. 

Y
o
u
r

 

option 

has 

necessarily 

determined 

'
m
i
n
e
.

と
あ
つ
て
、
而
も
摘
要
は
之
に
兹
し
て
乙
0
書

第
八
诚 

八
〇

倩
に
■は
胃
頭
に
.De

a
r
.
R
b
b
i
n
s
o
n

 

V」

署
せ
ず
し
て 

Sir 

?
改
走
つ
て
書S.

て
.あ
る
ビ
記
し
セ
居
る
。

而
し

て
同
.月
三
十
.一

日
附
の
之
に
對
す
る
答
書
の
草
案
に
は 

I 

must d
r
a
w

 

I
d 

y
o
u
r

 

recolfection 

the line 

which 

yo'u .laid 

d
o
w
n

 for 

m
e

 

叶
 
o 

f
o
J
o
Y
S 

w
h
e
n

 v
o
u

 

went 

o
u
t

o'
f
"
 ofHC, 

which 

w
a
s

 to 

inform, 

to assist” and 

r+
o support 

his 

M
a
j
e
s
t
y
^
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
,

 

in 

w
h
o
s
e

 

hands soever 

it 

wash 

as 

far as 

it 

c
o
uQrb

e

0.
0
3 

with 

propriety 

a
n
d

o
o
a
s
i
s
t
e
n
o
v
*

 

ビ
あ
る
の
で
ノ —

 

ス
卿
も
之
を
讀
ん
だ
時
に
は
定
め
し
苦
笑
し
た
こ
と
で 

あ
6
ぅ
。
»
;«
印
度
.會
社
11
事
ァ
ト
キ
ン
ソ
ン
が
一
七 

八
三
年
の
十
二
月
十
二
日
に
V
ビ
ン
ソ
ン
に
寄
せ
た
書 

信
の
ぅ
ち
に 

He. has 

written 

to 

L
o
r
d

 

G
o
w
e
r

 to 

c
o
m
e

 to 

H
o J
 

and 

has 

given 

authority 

to 

sav 

(when'it 
shall

cr
e necessary) 

that 

wlloever. ...votes 

in the 

H
o
u
s
e

 

of L
ords 

for the 

India 

Bi|i 

is 

not 

/
m

 

Iriend. 

This h
o
w
e
v
e
r

 is'

s -I 

understand, 

to 

Gr
e 

k
e
s

secret s
o
m
e

 

d
a
y
s

と
あ
る
が
是
即
ち
歸
立

內
開
反
對
派
の
.貴
族
院
に
據
て
內
閣
を
^
:さ
んVJ

熱
心 

運
動
中
の
こ
と
で
、
Z
の
秘
密
も
忽
ち
に
し
て
暴
露
し 

た
ミ
見
ぇ
、
庶
民
惋
は
貴
族
院
が
東
卻
度
會
社
改
革
法 

案
を
否
决
し
た
十
ー1

月
十
七
日
に
八
十
恶
に
對
す
る
百 

五
十
三
黑
の
多
數
で
議
會
懸
案
中
の
問
題
^
關
し
投
禀 

を
動
か
さ
ん
で
し
て
國
王
の
意
見
を
備
播
す
る
は
大

罪
 

な
6

W
決
議
す
る
に
至
っ
た
。
.親
政
派
の
首
領
ジ
エ
ン 

キ
ン
ソX

が
十
二
月
十
三
日
に
.ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
寄
せ
た 

書
狀
に
は 

j 

ぼ
alearnt of L

o
r
d

 G
〔
o
w
e
〕
r 

all 

that 

•past,.

cr
u
t
 

as 

I 

understand 

that 

iettei：s

p
r
e
 no\y 

irequently 

opened 

at the post 

Office I 

dare 

not 

w
n
t
e

 particulars. 

T
m
s

 

is a 

bold, 

measure, 

but: 

things are in the hands 

o
r

 m
e
n

 

oi 

resolution.

ビ 

ぁ
る
。
政
宰
激
甚
な
，る
時
に
は
信
書
の
秘
密
も
保
*
れ 

無
か
っ
た
の
で
、
而
し
て
此
處
に
肷
爲
斷
行
の
人
物
と 

ぁ
る
.は
聯
立
內
閣
を
仆
さ
ん
ビ
せ
る
。ヒ
ッ
ト
等
の
所
謂 

陰
謀
幽
で
ぁ
る
こ
と
は
_
す
迄
も
無
い
0
.
か
く
激
烈
な 

運
勸
が
行
..れ
た
後
貴
族
院
.で

は

出

席

議

員

の

，み

で

队

十 

鹅
十一

狳

0

0
六
九〕

雜

錄

八
禀
、
代
理
投
絜
を
加
へ
れ
ば
士
ハ
禀
の
多
數
ャ
東
印 

度
會
社
改
革
法
案
の
委
員
附
記
.を
杏
決
し
た
の
で
あ

る

(

ア
ト
キ
ン
ソV

ょ
り
口
ビ
ン
ソ
ン
宛
書
狀)
o

こ
の
ロ

ビ
-
ン
ソ
ン
の
政
治
書
信
集
摘
要
に
は
な
ほ
面
白
炉
事
實 

一

も

あ

る

が『

史
料
調
査
委
員
會
報
吿』

は
_
©
_
«
館 

\

に
所
藏
し
て
あ
る
か
ら
之
を
割
愛
し
て
置
く
。

_ 

ョ

ラ
ブ
レ
ー
ド
氏
の
穿
て
居
る
が
如

く
フ
ォ
ッ
ク
ス
、
‘

ノ

ー

ス

の

聯

合

®

は

内

開

を

仆

し

て

®

い

て

か

ら

總

選 

擧
に
訴
へ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
狂
野
黨
の 

I

領
軸
が
解
散
に
反
對
し
た
の
は
方
略
を
過
つ
た
も
の
で 

I

あ
る
ミ
の
説
も
あ
る
が
、
反
對
派
の
在
職
中
に
總
選
擧 

I

の
避
け
得
ら
る
>

の

に

之

に

賛

成

を

.表

す

る

は

政

治

上 

の

技

備

の

缺

點5:
1
 

恭
露
す
る
も
の
で
•あ
る
。
ミ
^

點
に 

•
於
て
も
日
本
の
政
界
.の

現

狀

は

前.々

世
紀
の
英
國V

J

さ
.
 

ま
で
の
相
違
な
く
、■
解

散

逼

迫

す

と

見

る

時

；̂

枉

野

黨 

の
議
員
の
う
ち
R

政
府
に
歎
を
通
ず
る
も
の
が
現
は
る

、

の
：
で

ピ

！：>

ば

一

七

八

四

年

の

議

會

解

散

前

に

は

旣

1
七
八
四
.年
の
總
選
擧
|1
.就
て 

笫

八

號

/\
ー



第

十

！
卷

(

一
〇
七
〇)

雜
錄
一
七
八
四
半
の
總
選
擧

！i

就
て
 

第
八
號
 

八
二

外

に

吏

：に
.百
+'
六

人

.の

賛

成

歡

を

得

！
^
ぐ

反

對

者

は

百
 

二
十
三
人
で
所
屬
不
明
の
も
の
六
十
四
人
す
な
る
可
し 

S
の
計
算
：で
あ
つ
ft
。
.

一‘：
 

で
あ
る
。
.但
し
同
年
の
總
選
摩
に
殊
に
ピ
ッ
ト
の
成
功 

_
. 

を
助
け
た
の
は
-
七
七
四
年
八
十
年
兩
度
の
總
選
擧
に 

7 

際
し
ノ
ー
ス
內
間
の
爲
に
選
麝
委
員
提
の
任
に
當
b
補 

「

 

缺
選
擧
に
も
必
ず
關
係
しV

居

つ

た

前

記

の

、
ロ
ビ
ジ
ソ 

f 

V

で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
各
選
馨
區
に
就
て
現
代
議 

- 

士
の
果
し
弋
ピ
^
ト
內
間
に
贊
成
す
可
や
否
や
を
調
査 

•.
'

■

し
次
で
總
選
擧
に
於
て
如
何
に
議
員
の
所
®
別
を
變
M 

I.:. 

•
 

'せ
し
め
#
可
き
や
を
算
出
し
て
居
る
が
谷
選
擧
區
每
に 

て 

勢
力
家
の
姓
名
を
擧
げ
て
之
を
動
す
の
方
法
を
も
註
記
. 

?■
'

し
て
あ
る
。
右
の
調
赍
表
％
ア
ブ
ガ
グH 

二

ー

侯

の

所 
f 

藏
^
係
$
其
騰
本
は
ラ
ブ
レ
1
ド
氏
0
:手
許
に
在
る
ビ 

|
.:
-

の
乙
.

で̂
あ
る
。
之
に
：據
る
5
五
百
五
十
八
人
の
議
員 

で
，
 

の
ぅ
ち
ピ
ジ
ト
內
_
賛
成
者
は
百
四
十
九
入
で
賛
成
者

S
な
6
得
可
き
見
込
あ
る
i
の

：目

四

人

、

フ
オ
ッ
ク
ス

、
 

「 

ノ
ー
ス
聯
合
派
ニ
瓦
三
十
一
人
を
办
同
志
と
見
做
す
可

き
も
の
七
十
四
人
の
訐
算
で
あ
る
が
，
,?
.若
し
ピ
•ッ：ト
內 

,

.

.
関
の
下
に
總
選
擧
を
行
は
父
ニ
百
五
十
3£
人
の
與
黨
の

ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
页
に
以
上
の
覺
書
の
附
錄
ご
し
て
調 

■

製
し
た
ら
し
ぐ

思
は
るA

も

の
に
は
巍
擧
區
を
分
て
第 

1
同
志
，の
.選

舉

區

、

第

ニ

富

豪

，の

左

右

せ

る

選

_
區
、
 

第
三
買
收
す
可
き
も
の
、
第
四
：ピ
ッ
ト
氏
等
の
盡
力
を
' 

耍
す
る
も
の
>
第
五
反
對
選
擧
區
、
第
六
買
收
の
見
込 

あ
る
も
の
、
五
種
と
爲
し
之
に
說
明
を
加
へ
て
あ
'る
。
 

更
に
。ヒ
•ッ

ト

內

関

愈

.ょ

成

立

の

曉

に

口
ゼ
ン
ソ
ン
が
他 

の
策
士
と
協
議
を
遂
げ
て
起
草
し
た
覺
書
に
は
四
十
ニ 

人
の
響
貝
を
同
志
の
選
擧
區
ょ
り
擧
げ
得
可
し
ミ
汧
箅 

し
て
あ
る
。
そ
の
ぅ
ち
二

人
で
九
人
の
議
員
を
出
し
得 

る
ナー

 

•
ジH

1
ム
ズ
®

vf
ク
ザー

は
功
を
以
て
伯
®
を 

授
け
ら
れ
、
オ
I

V
ド

•

セ
ー
ラ
ム

の
二
人
を
指
名
し 

得
る
ト
I

マ
ス
«

ピ
ッ
ト
は
貴
族
に

.擧
げ
ら
れ

た
。
そ 

の
.他
ラ
.
ッ
ト
ラ
シ
ド
公
、
タ
.
ム
.
ブ
.
.ル
»
、
コ
丨
ン
ク
オ
リ

,ス
卿
ウ
：

H

イ
.マ
ス
.卿
等
は
何
れ
も
官
職
を
以
て
酬
ゐ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
六
十
九
人
^
議
«
は
第
一
一
種
^

M

b 

何
等
.か
の
方
法
に
依
て
味
方
と
し
得
可
き
も
のvj

云
ふ 

の
.で
〒
ド
ソ
ー
、ド
。
ユ
ジ
オ
ッ
ト
の
左
，右
し
得
る
七
人 

R
就
て
は
口
-ヒ
ン
ソ

M
は
費
蔣
破
を
製
す
可
き
か
と
|£ 

記
し
あ
れVJ'H:

リ
オ
ッ
+
に
伯
霄
を
授
け
た
.ゼ
>
ト
は 

著
る
し
く
こ
の
寶
收
费
を
節
約
し
得
た
で
あ
ら
ぅ
。
フ 

オ
ー

マ
ス
则
の
靡
げ
#
る

三

人

に

は

九

千

破

サ

ー

•
フ 

ラ

ン

シ

メ* \

セ
ッ
ト
の
五
人
に
は
豐
离
戴
千
破
を
製
す
，
 

可

-L
s
1-
1
上
し
て
あ
つ
て
そ
の
他
官
職
刺
權
等
を
與
ふ 

可
しVJ

し
て
あ
る
の
も
览
ゆ
る
が
こ
の
第
一
S

は
合
計 

四
萬
壁
千
磅
を
充
.て
、
ぁ
る
。
第
1
11-
は

笳

堪

に

.
買

收
 

才
可
き
も
の
と
あ
つ
て
選
擧
區
每
に
一
々
金
«1
を
揭
げ 

て
あ
る
。
二
人
の
代
議
士
を
出
せ
る
ゥ
ェ
ン
ド
ー
ブ
ー 

に
は
七
千
破vj

豫
定
し
て
あ
る
が
、
.
ビ
.
ッ

ト

の

運

動

員 

は

從

來

こ.の
'®
擧

區

を

左

右

し

來

つ

た

：

グ.
H

ル

ネ

い

伯 

に

交

渉

せ

ず

U

直

接

選

舉

人

と
.示

锬

し

て

豫

算

'ょ

り

も 

.壹
千
.破
節
約
し
た
と
云
.ふ
逸
韜
が
f

 

o例
の
オ
ー
ル 

ド
フ
イ
ー
ル
ド
の
英
國
代
議
制
度
史
に
政
府
の
運
動
員

が
ゥ
，エ
ン
.ド
レ
.ブ

ー

に

：
赴

い

た

時

西

人

に

足

.
ら

ぬ

道

舉
 

人

が

市

外
 

一
®
程

の

處

ま

で

出

迎

へ

て

何

處

か

ら

，
來

れ 

る
客
人
に
や
と
輝
ね
^
の
；で
'『

月
の
世
界
か
ら』

と
答 

へ
た
«
、
選
擧
人
は
21
4:
.『

月
.の
世
界
か
ら
何
か
使
6 

\

が
あ
り
ま
す
か』

問
.ふ
た
、
そ
こ
で
運
動
員
は
玆
に 

\

六
千
破
を
携
帶
し
て
.居
る
が
諸
君
に
之
を
配
分
し
や
ぅ
‘ 

j

ど
云
ふ
て
示
談
が
出
來
た
ビ
記
し
て
あ
る
o
マ
ク
ン
ト
， 

H

デ
ヵ
ム
，卿
の
左
右
：せ
る
六
人
.に
對
し
て
は
過
友
の
« 

驗
上
壹
萬
八
千
磅
を
要
す
可
し
：ビ
あ
つ
て
、

ロ
ビ
ン
ソ 

ン
は
第
三
W
に
對
す
.る
買
收
S
の
激
算
?:
拾
®
萬
七
千 

I

五
.百
磅
を
.下
ら
す
と
見
込
ん
で
居
る
。.
第
跑
種
の
選
擧 

一
區
は
買
收
«
0.
必
喪
は
無
.ぃ

が

之

，を

左

右

せ

る

貴

族

に 

I

對
し
て
重
®
問
題
を
諮
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。
一一
 

人
の
議
M-
を
動
.せ
.る
グ
ラ
ァ
ト
ン
公
.三
人
の
議
員
を
左 

右
せ
る
•ス
.。へ
ン
サ
|
卿
等
が
此
種
.の

待

^

を

好

む

の

で 

議

員

の

數

は

合̂.
"
一
一
 
十

七

人

と

なる
。
第

五
#
の
®

^

.1&
«
買

^
^
.
の■.見
..込
^
_る
：も
0
.で

、

ト
.
トy
ス
‘ 

■
の
.三

千
.破
.

ィ
ル
チ
ェ
ス
タ
の
ニ
千
五
；白
磅
、
ス
タ
ッ
ク
、
ブ
ソ
デ
の 

第
十
一
卷(

ー
〇
七
一)

雜

錄
•
'
一
 
七
八
四
尔
の
锩
锻
じ
就
て 

第

八

號

八

H



第
十

一

卷

c
m

 

o
七
ニ

)

雜

錄

ム

七

八

四

毕

の

總

選

舉

に

就

て‘ 

'

m

A

m八！
！

一
一
人
の
六

千
磅
を
都
S
し
て
讅
員
十
七
人
•»收
费
參
萵 

五
千
破
餘
.の
If
*
で
あ
る
。
«
に
第
ニ
、
第
1ニ
、
第
五 

の
三
观
合
計
百
三
十
七
人
に
對
し
て
抢
九
萬
三
千
磅
の 

.

運
動
费
を
耍
す
る
の
で
、
.而

も

是

は

下

に

.詳

述

す

可

き 

クH 

メ
ト
.ミ
ン
ス
タ
ー
市
を
除
外
し
た
英
國
の
Tf
l•部
に 

就

て

の
計
算
で
あ

つ
て
此
^

夂

®!
の
矶
^

竝
に
蘇
格
11| 

嫩

爾

斯

0'
轚

區

全

部

を

加

へ
M
に
政
府
黨
の
同
志
.の

j 

，费
す
所
を
合
簿
す
る
時
は
決
しV
貳
拾
萬
破
を
下
ら
ぬ
一 

の
で
あ
る
。
議
會
解
散
の
翌
日『

モ
ー

ニ
ン
ダ
•
夕
口 

_ 

二
ク
ル』

紙
に
は
選
擧
競
爭
は
五
拾
萬
磅
に
逯
せ
す
マ」 

も
戴
拾
丑
莴
破
似
上
を
少
く
ビ
も
费
す
こ
ミ
に
な
る
可 

し
？
論
じ
て
あ
づ
/2
が
決
し
て
失
當
の
豫
测
で
は
無
か 

_
つ
农
の
で
あ
'る
。

’

热
て
こ
の
多
額
の
選
舉
费
用
は
如
何
に
し
て
調
達
さ 

れ
た
か
と
云
ふ
に
、
貴
族
の
ぅ
ち
：に
は
或
は
買
收
費
贼 

額
の
交
涉
に
應
じ
た
も
の
も
あ
b

x

mは
親
か
ら
運
働 

费
の
1
部
を
負
擔
し
て
政
府
0
爲
に
努
カ
し
た
も
の
も 

.あ
る
の
で一

七
八
四
年
の
總
選
擧
後
六
筒
月
內
に
：貴
族

.の
新
叙
昇
格
は
合
計
十
七
件
代
達
し
て
居
る
。
何
れ
.も 

選
擧
戰
0

m
功
行
賞
で
あ
る
。■

併

し

稀

に

，は

«
賞

に

漏 

れ
た
も
の
も
，あ
る
。
例
へ
.ば
。ヒ
ッ
ト
の
.內
閣
組
織
に
：際 

し
援
助
を
要
め
ら
れ
た
サー

。ジ
オ
ン*

ア
ク
ブ
リ
の
如 

き
は
寧
ろ

貴
族
^

ら
ん
乙
と
を

欲
し
た

の
で
あ
る
が
容 

易
に
そ
の
宿
望
が
達
せ
ら
れ
ぬ
の
で1

七
八
九
年
に
な 

つ
て
遂
に
憤
が
&
府
に
於
け
る
地
位
を
®
つ
た
の
で
あ 

る
。
東
印
度
會
社
の
重
役
等
が
運
動
费
を
支
出
し
た
の 

は
勿
論
の
こV

で
正
確
に
數
字
を
知
る
こ
ビ
は
出
來
ぬ 

.が
ロ
ビ
ン
ソ
ン
.の
覺
書
：に
は
ピ
ッ
ト
內
開
の
鈴
.衡
長
官 

ジ
ヨ

ー
ジ
• 

口
ー
ズ
の
名
ょ
り
も
#
社
の
ア
ト
キ

ン
ン

'
ン
の
名
が
多
く
引
合
に
出
て
居
る
の
で
明
&
で
ゐ
る
。 

S
擧
#
用
.の
大
部
分
は
勿
論
政
府
か
ら
支
出
す
る
の
で 

あ
る
：が
官
斑
を
の
他
か
ら
は
强
制
的
R
寄
附
金
を
慕
集 

す
る
の
で
一
七
八
八
年
の
ゥ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
選 

擧
に
は
政
府
黨
の
候
補
潜
を
援
助
す
る
が
爲
政
麻
部
內 

か
ら
も
ニ
百
磅
を
最
高
额
と
し
て
寄
、附
金
を
^.
«
し
總 

额
戴
萬
破
を
得
为
と
の
乙
ピ
で
ぁ
る
。
伹
し
一
七
八
四

年
の
總
選
擧
に
於
て
も
寄
附
金
は
te
t.
に
徵
收
さ
れ
た
. 

で
あ
ら
ぅ
が
、
當
時
政
府
の
機
密
费
は
年
额
壹
萬
•破
で 

あ
つ
た
の
に
解
散
後
年
末
ま
で
に
口
I
ズ
署
名
の
ピ
ッ 

ト
宛
の
受
取
書
の
運
動
费
に
關
係
あ
ぅV」

認
め
ら
る
y 

も
の
は
金
额
合
計
壹
萬
五
千
磅
に
上
つ
て
居
る
。
國
王 

が
貴
族
か
ら
上
鈉
す
る
地
租
や
植
民
地
か
ら
の
收
入
を| 

選
皋
费
用
に
投
じ
た
の
は
最
皁
過
去
の
こV

J

、
な
つ
た 

が
ジ
ョ
ー
ジ
馀
二
一
世
は
#
月
例
と
し
て
贰
千
磅
宛
節
約 

さ
れ
て
之
を
口
ビ
ン
ソ
ン
に
交
附
せ
ら
れ
た
の
で
あj

一
七
八
〇
年
0
總
選
擧
の
時
に
は
、ク
ョ
-
Iジ
第
三
世 

は
ノ
ー
ス
卿
と
ロ
ビ
•ン
ソ
ン
ビ
の
借
入
金
を
辦
償
3
る 

、
爲
ド
ラ
ム
.モ
ン
ド
銀
行
か
ら
四
鸹
磷
を
借
取
5
れ
た 

i
も
あ
つ
た
の
で
或
は
か
、
る
窮
策
を
も
執
ら
れ
た
か 

も
知
れ
ぬ
。
大
英
博
物
館
增
加
文
書1

一1

七
八
1

ハ
號
に 

依
れ
ば
ピ
ッ
ト
が1

七
八
四
年
の
三
月
.三
十i

m

に
國 

^.
ヵ
ら
五
千
破
を
受
取
つ
^
乙
と
.か
'あ
る
0
で

是

は

=選 

.擧
费
用V」

見
て
差
支
あ
る
ま
い
。
且
文
運
動
礙
0
負
偾
ノ

粥

十
5
 

(

一
 

0
七
三
；}

雑
‘，

錄

は
容
易
に
«
却

せ

ら

れ

ぬ

の

‘
が

例

で

殊

に

落

選

の

場

合 

に
は
決
し
て
返
濟
さ
れ
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
例
べ
ば 

一
七
八
八
年
の
ク
土
ス
ノ
ト
三
ゾ

ス
タ
I
の
.選
舉
に
際
し 

ピ
ッ
，ト
の
切
な
る
依
賴
に
ょ
b
政
府
黨
の
候
補
潘
フ
ッ 

ド
则
の
'會
»
事
務
を
擔
當
し
た
ジ
オ
ン
•
フ

ロ

ー

ス

'
ト 

は〗

七
杂
ハ
年
に
.な
，つ
；て
當
時
立
替
へ
た
運
動
费
の
辦 

偾

請

，求

の

，爲

訴

談

を

提

起

し

て

居

る

。
’
一
七
八
四
年
の 

總
選
擧
に
.東
印
度
會
社
の
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
に
勸
め
ら
れ 

て

—
ス
.タ
j

か
ら
候
補
.
立̂
つ
^
サ
.ミ
ユ

，
エ
ル
'
.
.
•
ス 

ミ
ッ
ス
は
政
®
^
の
熱
心
な
運
動
眞
に
對
し
て
國
庫
か 

ら
K
萬
破
ま
で
.は
補
助
を
受
け
る
約
束
で
.あ
るV」

公
言 

し
ヤ
居
る
.。
尤
も
前
囘
反
對
派
に
聲
按
し
た
地
方
の
一 

有
力
家
が
態
度
を
4
變
し
て
無
競
爭w

な
つ
た
が
爲
、■ 

.事
實
之
のM

庵
補
敗
の
必
要
.は
無
か
つ
た
ビ
の> 

Vと
で 

あ
.る
が
藤
に
^.
上
記
め
事
實
に
照
し
て
見
る
と一

七
八 

四
年
の
總
選
擧
の
結
.果
が
英
國
の
.輿

論

，を

表

現

し

得

た 

ビ
ぱ
云
び
得
ら
れ
咲
の
で
&
る
。

四

m

A

#

,

.

.
八
五
..'..

一
七
八
四
¥
の
.摁
遝
祺
|:
就

て
.



谘

十
.

一

猪

(

一〇
七
四

)

雜

錄

ー

七

八

四

-¥
の
撇
遝
擀
に
就
ズ

第
八
號

八

一
八
三
ニ
年
の
選
皋
法
改
正
以
前
に
於
て
選
擧
人
の 

數

の

比

較

的

に

.
多

く

し

て

先

づ
輿
論
の
^

M

x見
做
し 

得
可
き
は
邵
賴
で
は
ヨ
ー
ク
シ
ア
市
部
で
は
ク
エ
ス
ト 

ン
ミ
ス
タ
I
の
み
で
-&
つ
た
。
ヨ
ー
ク
シ
ア
の
大
選
擧 

區
で
競
爭
が
行
は
れ
た
な
ら
ば
或
：は
世
製
不

動

•産

所

有 

者
の

興

論

を

知

る

, 」
と
が
出
來
た
か
も
級
れ
ぬ
が
、
前 

囘
の
.總
選
擧
後
に
ホ
ク
イ
ッ
グ
«
の
領
釉
で
あ
づ
た
ロ 

.キ
' ン
カ
.ム 

と

ブ

。
ジ
.r7
1

—
ジ
•
セ 

_̂、グ
イ
»l
/
V
J
.
J?

共

に

故

人

と

爲
ぅ
、
丑
又
' ^

ャ
サ
ム
派

が

相
率
ゐ
て
分 

離
し
た
が

爲
、
ホ
ク

イ

ッ

グ

黨

の

未
熟
な
領
釉
等
は

競
. 

#

場

裡

に

角

逐

す

る
.
の

與

氣

な

く

ゥ

イ

ル

パ
I

フ

.オ
ー 

ス
.と
ダ
ン
.力
ム

ビ
を
無
競
#
.で
«
出

し

た

。

然
る
に
ウ 

H

ス

ト
ミ
ン
ス
タ
ー
市
に
は
激
烈
な
競
#

が

行
は
れ
而 

し
て

同
市
で
は

市
费
§:

鈉
む
る
も
の
.は

總

て

選

舉

權

を 

有
し
て
居

つ

た

の

で

こ

：の

競
爭
の
結

果

は

民

意

を

卜

す 

る
も

の

と

見

て

も

差
支

無
い
の
で
：あ
る
。
但
し
同
市
で 

も
ホ
：ク

イ

ッ

、グ

黨

は

ニ

人

の

代

議

士

を

淨

ふ

の

意

氣

な 

く
政
府
黨
の
前
代
祿
士
フ
ッ
ド
则
の
候
補
に
は
反
對
せ

ず

全

力

を

：傾

倒

し
.て
.黨

の

首

領

T
v

ォ
‘ッ
ク■

ス
の
苒
選
を
. 

期
し
た
の
で
、
政
府
は
テ
：I

セ
シ
ル
•
レー

を
候
補
溝 

に
推
し
ピ
ッ
ト
0:
翁
兄
マ
ホ
ン
卿
が
參
謀
長
ビ
な
つ
て 

之
に
對
抗
し
^
。
但
し
グH

ス
ト
ミ
Z
ス
タ
ー
市
が
第 

十
八
世
紀
の
當
時
英
國
の
®
擧
區
中
最
も
民
主
的
で
あ 

.つ
た
と
云
ぷ
て
も
を
の
競
^
の
實
際
は
毫
も
跆
主
^
治 

の
.信
用
を
高
む
る
所
以
で
は
*'
か
つ
た
。
投
翦
場
は
假 

&
に
カ
ゲH

ン
ト
•ガ
ト
ブ
ン
に
設
け
ら
れ
、投
票
の
行 

は
る 
>
四

十

白

の

：間
，雙

方

典

に

無

賴

漢

を

歷

ひ

政

府

黨 

で
ば
之
を
水
兵
に
變
裝
き
せ
て
投
黑
場
附
近
の
®t
»
を 

爲
す
が
如
き
狀
?:
裝
ひ
つ
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
に
淑
填
せ
ん 

と
す
る
選
擧
.人
を
威
嚇
し
在
野
黨
は
愛
蘭
出
身
の
輿
了 

を
屑
ふV

之
に
應
ず
る
と
云
ふ
始
末
で
あ
つ
た
。
雨
派 

の
«
突
は
絕
え
ず
其
»,
死
傷
者
5:
も
出
し
た
と
傅
へ
ら 

れ

：て

居

る

。

ジ
ヨ
.！

ジ
_
三

18
:
ビ
雖
_も
決
し
.て
超
然
と 

し
て
は
居
ら
れ
ず
禁
軍
の
將
士
.

}

一
 
西
八
十
人
が
隊
伍
を 

組
ん
で
堂
々
と
投
禀
®

R
練
ぅ
込
み
一
齊
に
レ
ー

に
投 

禀
し
た
の
で
、
’勿
論
不
法
ビ
は
云
ひ
得
ぬ
が
、
ホ
レ
ー

ぐ〜

1
|
!

I:

i
< 'h

ス

•
ク
ォ

ル
。ホ
ー
ル

は
之
を
評
し
て
父
と
雖
も
か
、
る 

無
遠
慮
な
る
態
度
に
出
で
し
乙
と
は
無
之
候V

J
S

ふV

 

居
る
。
宮
中
の
恃
從
の
一
人
に
は
投
禀
の
際
式
部
官
か 

ら
レ
v
ft
投
禀
せ
ね
ば
免
職
す
名
ぞVJ

电
渡
さ
れ
た
^

朋
言
し
た
も
の
^

へ
あ
る

。
之
に
對
し
て
ホ

ウ
ィ
ッ
グ 

黨
で
は
皇
太
子
の
援
助
の
外
に
は
ロ
ハ
管
フ
ォ
"
ク
ス
の 

人
蕴
を
恃
に
し
た
の
で
、
名
饞
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
未』

し
人 

VJ.

共
に
ピ
ッ
ト
派
の
爲
に
運
動
し
たs

ン
ナ
•
モ
ー
ア
一 

の
書
信
に『

過
日
途
上
に
て
戶
別
訪
問
中
の
フ
ォ
ッ
ク 

ス
に
偶
然
曾
合
致
し
候
は
主
義
の
爲
不
幸
の
至
に
稆
候 

氏
は
如
何
に
も
物
の
分
6
た
る
愉
快
氣
の
人
物
に
て
他 

に
.眼
光
を
外
3
ず
ば
籠
絡
せ
ら
れ
候
事
と
存
候』

と
見 

え
て
居
る
。
'政
府
黨
は
.新
聞
の
記
事
に
引
札
の
漫
窬
に\ 

フ
ォ
，ッ
ク
ス
は
博
徒
で
あ
る

遒
樂
*
で
あ
る

v
j

て
盛
に 

人
身
攻
骤
を
加
へ
た
於
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
破
產
の
窮
境 

に
あ
る
t VJ

を
是
認
し
蓮
動
费
は
す
べ
て
友
人
の
厚
意 

の
寄
附
に
.依
る
と
公
言
し
て
房
た
。
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
、

デ
ダ
オ
ン
シ
ア
の
南
家
は
最
も
熱
心
に
フ
ォ
ジ
ク
ス
に

第
十
一
港

(

一〇七

.五)

雜

錄

徽
援
を
與
ベ
た
の
で
、

、ノ
ン
ト
の『
英
國
政
治
史』

に 

も
美
人
の
#
高
き
デ
グ
ォ
ン
シ
ァ
公
爾
夫
人
の
接
物
で 

肉
屋

.

の
亭
主
が
、フ
ォ
ッ
ク
ス
に
投
禀
じ
た

^

の
風
說
-を 

揭
げ
て
居
る
。
是
は
當
時
の
三
文
文
士
の
落
首
に 

T
h
e

 giri 

c
o
n
d
e
m
n

Q:. 
t
.ow

a
l
k

 the 

streets,

A
n
d

 

pick, each blpckglml;d 

仁
で she meetsr 

A
n
d

rQ
e
t hi

m
i
n
h
e
r

 clutches ; 

lias lost her trade_
_
JOJ.

rt
-
^
o
y 

despise 

M
n»
r w

a
-
n
t
o
n

PJ
l
r
s
u 

h
n>
r 

krp
n

n

grD
Y
o
s
1
 

ISFow 

ttr
e
v can” lass a Duchess。

ど
あ
る
の
R
據
た
も
の
で
無
根
の
事
實
と
思
は
れ
る
が 

候
爾
夫
人
が
繊
手
馬
車
を
驅
て
S
擧
人
を
投
禀
場
に
案 

內
し
た
こ
と
は
あ
る
の
で
あ
る
。
是
に
對
し
て
政
府
黨 

の
爲
に
一
臂
の
勞
を
與
へ
た
の
ば

ニ

ユ

ー

ヵ

ー
.ス
ル
、

ノ ー

 

f
ム
パ

I
ラ
ン
ド
南
公
®
家
で
あ
つ
た
？

热
こ
の
際
兩
派
が
®
し

て

幾

許

の

運

.動

費

を

要

し

た 

か
は
明
瞭
で
無
：い
が
、
選
擧
費
用
の
常
ミ
し
て
長
ら
く 

勘
定
の
濟
ま
ぬ
も
の
も
あ
つ
た
.ら

し

い

。

例
へ
ば
一
.
七

笫
八
號
'
:
‘

八
卡

1

七
八
四
年
の
總
選
擧
に
就
^



第

十

一

卷

(

一
〇
七
六

〕

M

錄

一

七
八
四
年
.の
總
馨
に
就
て 

辩

八

號

八

八

八

九

年

^

な

つ

て

チ

ヤ

ル

ス

，
ベ

ラ

ム

は

プ

オ

ッ

クス
 

の

運
励

.

费

の

不

足

額

千

五

百

磅

の

醵

出

?:
請

求

し

て

居 

る
の
で
あ
る
。
.且
又
選
擧
後
約
一
年
間
に
亘
つ
で
投
禀 

密
査
を
行
つ
/a
«
)B
の
み
で
も
雨
黨
各
！
壹
萬
八
千
磅 

以
上
參
离
磷
F
3?
;
し
て
居
る
。
常
時
は
公
然
新
聞
に
廣 

吿
し
て
ま
で
運
動
費
の
寄
附
を
募
集
し
た
4
の
.で
あ
つ 

た
。
レ
！
の
選
皋
費
用
が
ピ
ッ
ト
の
手
か
ら
出
た
の
は 

明
白
な
こ
と
で
、

.
1七
九
0
年
に
な
つ
て
レ
ー
が
ピ
ッ 

ト
に
手
紙
を
寄
せ
て
當
時
の
運
動
員
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
寄 

附
者
の
爲
に
數
千
磅
を
節
約
し
た
こ
ビ
や
ジ
ャ
ク
ソ
ン 

夫
人
が
機
敏
に
振
舞
ふ
て
選
擧
關
係
文
書
を
處
分
し
た 

こ
ど
を
訴
へ
た
時
、
ピ
ッ
ト
は
五
筒
年
間
同
夫
人
に
年 

金
を
給
與
す
る
こ
ミ
に
し
た
。
國
庫
か
ら
當
時
幾
許
の 

支
出
を
し
た
か
は
剑
然
せ
ぬ
が
、
上
文
に
ピ
ッ
ト
が
國 

王
か
ら
五
千
破
を
受
領
し
た
る
泛
ふ
た
そ
の
翌
日
即
ち 

四
月一.

日
か
ら
クH

ス
ト
ミ
y
ス
タ
ー
の
投
禀
が
開
始 

3
れ
た
の
.で
あ
る
。
投
黑
中
四
士
日
敝
は
居
酒
屋
は
公 

開
せ
&
れ
て
居
る
の
で
之
に
對
す
る
賠
償
は
5
額
に
«

し
、
水
夫
と
輿
丁
^
に
は
飲
食
，の
外
に
一
日

五

志

の

日

 

當
を
給
し
、
新
聞
の
祉
主
に
も
記
者
^
も
報
酬
.を
拂
は 

ね
ば
な
ら
ず
、
運
動
員
や
參
謀
に
對
す
ざ
手
當
も
あ
6 

-

運
動
费
の
總
計
は
意
外
の
額
に
上
つ
た
こ
と
、
思
は
る 

>
0:
で
あ
る
。

•

.
五 

. 

こ
の
ク
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス

タ
ー
の
選
擧
に
際
し
て
論
爭 

點
と
な
つ
た
の
は
何
で
あ
る
かVJ

云
ふ
に
、
フ
オ
ッ
ク

ス
の
主
張
は
一
七
八
四
年
の
二
月
十
四
日
に
屋
外
演
説 

で
述
べ
た
通
办
で

h

目
下
の
論
點
は
貴
族
院
'?
V

営
中
の
勢
力
と
は
庶
民
院
か
壓
倒
し
て 

そ
の
荏
在
か
無
効L

L
:

歸
せ
し
む
.可
吾
や
、
將
わ
又
緖
君
の
遝
出
し
? : 

る
庶
民
院
は
そ
の
權
能
か
拇
て
人
民
の
牿
權
か
維
特
し
自

由

か
_
謎 

し
詻
君
の
選
出
に
由
ら
ざ
る
貴
族
院
の
非
立
懲
的
行
爲
か
抑
制
し
、
 

且
又
我
國
の
選
擧
人
の
自
^

' ^

俊
银
し
て
慨
ら
ざ
る
塵
窺
.の
大
^

^

 

取
締
る
可
^

や
と
-
云
ふ
の
で
あ
る」

:
レ
ー
派
は
之
^
對
し
て
議
會
を
改
革
す
可
し
と
の
フ 

オ
け
ク
ス
の
主
張
^
賛
成
し
つ
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
多
年 

.反
對
黨
し
ノ
ー
ス
ミ
結
龍
し
た
る
こ
と
を
爽
擊
し

て
餘
力
を
剩
さ
ず
ヽ
東
印
度
會
社
改
革
法
案
は
民
意
の 

好
ま
ざ
る
處
な
る
が
故
國
王
ビ
貴
族
院
^
が
之
が
成
立 

に
反
對
し
て
新
議
會
ま
で
冏
意
を
表
す
る
こ
ヾ
し
を
拒
ま 

れ
た
の
は
芷
當
で
ぁ
る
と
論
駁
し
た
の
で
ぁ
る
。
荀
外 

か
ら
觀
察
す
れ
ば
フ
オ
ッ
ク
ス
の
主
張
が
遙
か
に
議
會 

政
治
の
精
神
に
叶
ふ
た
も
の
で
、
而
し
て
投
禀
の
結
果 

は
五
九
九
八
黑
に
對
す
る
六
二
三
四
禀
の
多
數
を
以
て\ 

フ
オ
ノ
ク
ス
は
立
派
に
レ
ー
，を
破
つ
た
の
で
あ
る
。

| 

.
然
る
に
ビ
ッ
ト
は
クH

ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
に
於
て
政 

府
黨
の
敗
北
せ
る
を
遺
慽
.に
思
ひ
如
何
に
も
し
て
フ
オ 

ッ
ク
ス
の
®
出
を
妨
げ
や
ぅ
と
し
、
四
月
十
五
日
に
禁\ 

^

一
 

随
の
投
黑
の
結
染
で
レ
ー
が
，な
ほ
多
數
を
占
め
て
一 

居
ヴ
た
が
形
勢
漸
く
一
變
せ
ん
ビ
す
る
を
察
し
て
投
蕻j 

f

赍
請
求
の
意
志
を
公
表
し
た
。
：而
し
て
五
月一

日
に 

ク

ヨ
ー
ジ
第
三
世
は
ピ
ッ
ト
に
宸
翰
を
賜
ば
つ
て
請
求 

さ

へ

ぁ

ら

ば

投

禀

審

査

^

行
は
し
む
可
し
ヾ
し
の
許
可
が 

あ
つ
て
投
禀
管
理
長
コ\

ベ
ッ
ト
は
投
禀
閉
鑛
に
際
し 

て
當
選
者
を
定
：め
ず
投
黑
審
査
中
で
ぁ
る
ビ
報
皆
し
た

.爲
に’一

七
八
四
年
の
五
月
十
八
日
に
新
議
會
の
召
集
せ
：
 

ら
れ
た

際
に
は
ク
エ
ス
ト
ミ

y
ス
タ
ー

か
ら
は
代
議
士 

を
出
す
こ
ビ
が
出
來
な
ん
だ
の
で
、
後
に
大
法
官H \ 

ド

ン
.ビ
し
知
ら
れ

^

ト
^

_

y
 

l

m
0
ナ
ー

o
ジ
オ

ン
*ス
 

コ
ッ
ト
の
如̂:
も
痛
く
ピ
ッ
ト
の
措
置
を
攻
擊
し

た

。
實 

に
某
議
員
の
指
摘
せ
る
が
如

く
.
コ

ー

ン

ク

オ

ー,
ス
の 

投
禀
管
理
長
がn 

\

ベ
ッ

ト

の

如

き

ホ法
行
爲
を
敢
て 

せ
ば
四
十
人
の
議
員
の
出
席
を
停

止

し

た
こV

J

に
な
る

の
で
あ
る
。
フ
オ
-
ク
ス
は
早
速
ナ
1
*
ト
ー
マ
ス
*
ダ 

ン
ダ
ス
の
好
意
で
'カ
ー
ク
ウ
オ
ー
ル
か
ら
選
ま
れ
て
pi 

場
に
入
り
在
野
黨
院
內
終
理
の
席
に
就
い
た
が
、
ピ
ッ■ 

ト

は

多

數

の

與

黨

を

恃

ん

で

直

.に

ウ

H

ス
ト
ミ
ン
ス
タ 

r
選

出

の

代_
±

を

報

吿

せ

し

む

可

し

せ

の

動

議

を

否 

決

し

、

ホ.ク

ィ
"
グ
.黨

の

請

願

採

擇

を

拒

み

投

禀

審

査 

を
續
行
せ
し
め
た
が」

七
<

$
年
.一ー

i

月
四
日
に
至
て
ビ 

ッ‘
ト
は
.遂
に
三
十
八
票
の
差
を
以
て
議
場
に
破
れ
た
の 

で
：、

コ：

\
べ
ッ
ト
は
^
に
^
め
て
投
絜
密
耷
の
結
*
を 

報
告
し
ft
がX

オ
ヴ
ク

乃
故
，
遂
k

五
八

九
M

R

對
す

第
八
號
'

.

.

八
九
'

.

第
十1'

怨

(

一
〇
七
七〕

雜

錄

一

七
八
四
年
の
總
逖
祺
に
就
弋



第

十

一

卷

(

1

〇
七
八〕

雜

錄

一

七

八

.?
3

年
の
緲
遝
擧
に
就
て

る
六
:
1一.一
六
^
の
多
：數
■でレ

..

1
を

破
.つ
' て
ク
ユ
ス

.

.ト
三 

V

ス
タ

ー
の
代
議
士
と
確
定
し
た
の
で
あ
る
0
,ピ
ッ
ト 

は
何
故
に
.乙
の
選
擧
に
重
き
を
置S

方
かVJ

云
ふ
に
ラ 

。フ
レ
ー
ド
氏
の
說
明
の
如
ぐ
、
當
時
ビ
ッ
ト
と
フ
オ
ッ 

ク

ス

ビ

は

政
界
の
雨
雄
で
到
底
蚊
び
立
ち
雛
ぐ
、
而
し 

て
ビ
-ッ
ト
は
プ
オ
ッ
ク
ス
を

以
て
民
意
に
背
馳
す
る

も 

の
で
あ
る

と
評
し
た
の
で
、
輿
論
の
指
數
目
さ
る

， 

クH

ス
ト

ミ
ン
.ス
タ
.

1
の
..選
擧

に

.
於

け
る

敗

北

を

忍

ぶ 

こv
j

が
出
來
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
そ一

七 

八
八
年
に
フ
ッ
ド
卿
の
海
軍
省
に
入
て
信
任
を
選
摩
區 

に
求
む
る
乙
と
、
な
つ
/2
際
の
如
き
_ 
く
ま
で
枉
官
の 

事
情
を
秘
密
に
附
じ
て
居
つ
た
の
で
办
る
。
然
る
に
ホ 

ウ
ィ
ッ
ダ

黨
は
直
ち

^
壹
萬
五

千
破
の
運
動

费
を
釀
出 

し
ジ
オ
ン
•
タ
ウ
ン
シ
エ
ン
ド
卿
を
候
補
煮
に
推
し
立 

て
、
フ
ッ

ド
を
破
つ
た
。
投
翦
結
了
の
日
に
政
府
黨
の 

機
關
新
聞

『

ザ
•ク
オ

ー
ダ
ド』

が
全
紙
に
黑
枠
を
附
し 

て
弔
意
を
表
し
た
る
が
如
き
如
何
に
政
爭
の
激
烈
で
あ 

つ
た
か
を
思
は
し
め
る
の
で
あ
る
。
次
で
翌
年
三
月
兩 

派
の
間
に
妥
協

成
立
し
て
各
々
■
■
漭
一
人
宛
を
出
し 

て
無

競
^

^
な
す
こ
V
J
i
i
a

h

、
フ
オ

ッ
ク

ス
ば
そ
の 

死
す
る
の
日
^
至
る
ま
で
ク

H

ス
ト

ミ
ン
ス
タ
1

?:
代 

表
し
た
の
で
あ
る
。

.第
八
猶

.
' 
ノ
九

0
/
'

1

七
八
五
年
に
公
に
3
れ
たA

 G
l
e
a
m

 of C
omfort 

for this Distracted 

E
m
p
i
r
e

と
云
ふ
小
册
子
は
當
® 

政

界

腐

敗

の

狀

態

を

駡

て

■!
.
.

Sir 

Robert W
a
l
p
o
l
e

 

himself w
a
s

 

仰 simpleton 

rt
-
o
. 

tnis w
o
n
d

o>'rfui 

y
b
ua.
g man. - 

There 

w
a
s

 

such 

originality, 

such ingenuity, 

such orientality in the 

m
a
n
n
e
r
,

c/ourqes 

were 

discovered 

so 

unthou

fQht 

oi 

in ail 

former exigencieslchannels

o
叫
3*
邙 cence 

so mysterious a
n
d

 unsuspected

Isluices of* veaalitv 

so 

contrary to 

ail 

imaginin

crq
—

such 

dexterity 

o
f 

sedncement !

沒
0ば 

w
-
a
a 

refined profligacy ? 

such 

polished 

でrostitution 

一
 

In a w
o
r
d

 

it w
a
s

 

t
T 

鸢 pi/us ultra 

of this admirable 

と
云
ふ
て
居
る
が
、
少
壯
の
ピ
ッ
ト
は
實
に
走
输
な
ク 

オ
ル
.
。ホ

ー

ル

以

上

の

手

腕

を

具

へ

て

居

つ

た

と

見

ゆ
る 

而
も
な
ほ
且
クH

ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
選
擧
に
敗
れ
た 

の
は
一
七
八
四
年
の
總
選
擧
の
锫
果
の
決
し
て
輿
輪
を 

ー
矿
現
し
た
も
の
で
無
い
こ
と
を
立
證
す
る
も
の
で
あ
る 

實
際
政
治
の
批
評
’に
は
皮
相
の
觀
察
は
愼
ま
ね
ば
な
ら 

ぬ
。
殊
に
黨
派
心
を
根
據
ビ
し
た
言
論
に
至
て
は一

切 

價
値
の
無
.い
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
後
世
歷
史
家
の
.批

. 

評
も
亦
必
ず
し
も
信
ず
る
に
£

6
ぬ
の
で
ぁ
る
。

佛
國
人
.P
.

の
將
來

(

上)

阿

-
>11

秀

助

所
謂「

戰
後
の
歐
洲j

が
解
決
す
可
き
問
題
中
ヽ
人
口 

M

.は
最
も
主
要
な
る

意
«
を
有
す
る
も
の
に
し
て
殊 

に
此
點
ょ
6
考
察
し
て
典
味
あ
る
を
佛
國
の
將
來V

な 

す
。
 

;

今
を
去
る
約
百
年
前「

ナ
。ホ
レ
オ
ン」

一
世
が
欧
洲
の
，
 

覇
權
を
搌
6
し
當
時
に
於
け
る
儺
國
は
人
口
の
點
に
就
. 

き
て
は
歐
洲
諸
國
巾
露
西
蓝
を
除
き
て
は
之
れ
に
匹
敵 

す

る
も
の
な
く

、

即

ち

現

時

の

佛

國

'が

歐

洲

人

口

の

約 

九「

ブ
'ロ
.
ツ
ユ
ント」

を
出
で
ざ

る

に
對
し
て
、
十
九
世 

紀
初
期
の
同
國
は
約
十
四「

。フ
ロ
ツ
ユ
ン
ト」
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